
令和５年度 在学奨学金のお知らせ 

   No.2 令和５年 4月 21日 

   神奈川県立横須賀工業高等学校 学校管理グループ 

番
号 

奨学金 
名称 

対
象 

金額 主な条件 

返
還
有
無 

校内申出 
締め切り 

備考・WEB参照 

１ 
朝鮮奨学会
奨学生 

全
学
年 

月額 
10,000円 

・日本の各高等学校に在籍してい
る韓国人・朝鮮人学生 
 
・前年度の評定平均値が３．０以上
であり学費の支弁が困難な者 

返
還
不
要 

４月 26日 

公益財団法人 
朝鮮奨学会 
http://www.kore
an-s-f.or.jp/ 
 
 
 
 
 
 

２ 
あしなが 
育英会 

全
学
年 

月 
30,000円 

保護者が、病気や災害（交通事故を
除く）、自死などで死亡、または障
がい認定を受けていて、経済的な援
助を必要としている家庭の子ども。 

返
還
不
要 

5月８日 

あしなが育英会 
HP 
https://www.as
hinaga.org/scho
larship/for-appl
icants/ 
 
 
 
 
 
 

３ 
似鳥国際 
奨学財団 
奨学生 

全
学
年 

月 
40,000円 

(1)日本国籍を有する者。 
※「永住権」・「定住権」を有する者
も応募可能。 
 
(2)18歳以下で、日本国内の高等学
校（全日制）の１～３年に在籍予定
の者 

返
還
不
要 

この奨学金は
自由応募で、
学校推薦は  
不要です。 

 
 

応募 
締め切り 
５月 15日 

似鳥国際奨学財団
HP 
https://www.nit
ori-shougakuzai
dan.com/applica
tion/#koukou 
 
 
 
 
 

４ 
中尾 
奨学財団 

１
年
生 

月 
15,000円 
（３年間 
支給） 

(1)神奈川県在住者または父母が神
奈川県に在住し、本人が神奈川県内
の全日制の高校に通っている者。 
 
(2)経済的に修学が困難な家庭の者
（家族の年収が税込 420 万円以
下。生活保護手当他、諸手当含む） 
 
(3)校内で１名を学校推薦する。 
 

返
還
不
要 

5月 22日 

 
HPでの要項などの
公開がありません
ので、詳しくは、校
内担当者にお問い
合わせください。 
 
面接選考あり（面
接日は、7 月８日
（土）午前予定）。 
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５ 
川崎市 
高等学校 
奨学生 

全
学
年 

年 
36,000～
61,000円 

(1)令和５年 6 月 1 日時点におい
て、川崎市内に住所を有する高校生
であること。 
 
(2)学業成績について、令和４年度
の全履修科目の評定結果の平均値
が、5段階評価で 3.5以上であり、
在学する高等学校長からの推薦が
受けられること。 
 
(3)令和４年の 1年間における世帯
の総所得が、基準額以内であること
（募集要項を参照してください）。 
 

返
還
不
要 

６月 12日 

川崎市 HP 
https://www.cit
y.kawasaki.jp/8
80/page/00001
05208.html 
 

 

・応募資格、必要書類など詳しい内容については、各 HP等でご確認いただくか、下記担当者までお問い合わせく

ださい。 

 

・応募人数を超えて希望者があった場合は、校内・自治体・国など所定の規模で採否の選考が行われ、結果的に不

採用となる場合もあります。 

 

・行政機関などの証明書発行が必要なものもありますので、ご希望の方はお早めにご連絡ください。 

 

・要項に「他の奨学金との併給可」と記載されていても、もう一方の奨学金側で併給不可規定がある場合がありま

すので、ご注意ください。 

 

・今後の募集については、本校ホームページ・クラス掲示等を通じてご案内します。 

 

 

                                      問合せ先 

普通科職員室 金崎 

電話  046-851-2316 
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